
埼玉県内の主な公共の関係機関等 

埼玉県教育局指導部特別支援教育課 

※本資料は、下記の特別支援教育課HPに掲載されています。 
　なお、＊1～＊6の資料についてもダウンロードできますので、ご活用ください。 

【本資料についての問い合わせ先】 

特別支援教育コーディネーターは、学校内の関係者や

外部の関係機関との連絡調整役、担任への支援、校内

委員会の運営や推進役などの役割を担っています。 

・学習面、行動面で気になる児童生徒や、児童生徒の指導に悩んでいる教員がい

る場合などの校内の状況を、把握できるような校内体制を提案していきます。 

校内の状況の把握と情報収集の推進 

・担任の教師に対して、相談に応じたり、助言したりするなどの支援を行います。 

・LD・ADHD・高機能自閉症か否かの判断や児童生徒に対する指導内容・方法に関する助言等を行っています。 

担任への支援 

校内研修の企画・運営など 

特別支援専門家チームや巡回相談員との連携 

・地域の特別支援教育のセンター的役割を担うことを目指し、教育相談機能などの充実を図っています。 

盲・ろう・養護学校との連携 

医療・福祉等との連携 

　自閉症やLD・ADHD等の発達障害を早期に発見し、発達支援を行うことに関す

る国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、発達障害者の自立及び社

会参加に資するようその生活全般にわたる支援を図ることを趣旨としている。 

平成17年4月施行 発達障害者 
支援法 

児童生徒の能力や可能性を最大限に伸ばしていくために、 
以下のような専門家や医療、福祉等の関係機関との連携を 
図ることが重要です。 

・発達障害者支援法の施行により、発達障害の早期発見及び早期の発達支援について必要な体制の整備が始め

られています。 など 


